
無料で相談できる窓口の一覧です 

お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください 

※ 新型コロナウイルスの影響で、来所相談を中止している場合があります。 

詳しくは各窓口にお問い合わせください。 

 

● 茂原市内で相談できる場所 
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市民相談（予約不要） 

市民の日常生活での悩みごとや心配ごとを、市民相談員

がお聞きします。電話でも窓口でも相談できます。 

場所 生活課（2 階） 

電話 0475-20-1505 

時間 平日 8:30～12:00 

13:00～17:15 

子育て家庭相談室（予約不要） 

子どもの育て方、DV（家庭内暴力）、虐待などを含む

親子関係や夫婦関係、友人関係の悩みについて相談でき

ます。 

場所 子育て支援課（2 階） 

電話 0475-23-5500 

時間 平日 8:30～17:15 

家庭教育相談（予約不要） 

家庭での教育に関する相談をお聞きします。 

・相談日時 月・水・木曜日 8:30～17:15 

      火曜日     8:30～12:00 

場所 生涯学習課（9 階） 

電話 0475-20-1559 

時間 平日 8:30～17:15 

（相談日時は左記のとおり） 

無料法律相談（要予約） 

日常生活にわたる法律問題について弁護士が対応 

します。 

・来所相談 第 2 木曜日 13:00～15:00 市役所 5 階 

第 4 火曜日 13:00～15:00 市役所 5 階 

【予約・お問い合わせ先】 

生活課（2 階） 

電話 0475-20-1505 

時間 平日 8:30～17:15 
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健康相談（要予約） 

健康に関する相談ができます。 

 

電話 0475-25-1725 

時間 平日 10:00～12:00 

      13:00～16:00 

こころの健康相談（要予約） 

さまざまなお悩みやこころの変調・病気などについての

相談を、臨床心理士または認定心理士がお聞きします。 

・相談時間 9:30～、10:45～、13:15～、14:30～ 

【予約・お問い合わせ先】 

電話 0475-25-1725 

時間 平日 8:30～17:15 

（相談日時は左記のとおり） 
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生活相談（要予約） 

働きたくても働けない、住むところがないなど、生活全

般にわたるお困りごとについて相談できます。どのよう

な支援が必要かを一緒に考え、具体的なプランを作成

し、寄り添いながら生活改善に向けた支援を行います。 

 

 

 

電話 0475-36-3013 

メール 

hinata.tyousei@lilac.plala.or.jp 

時間 平日 9:00～18:00 

 

mailto:hinata.tyousei@lilac.plala.or.jp


 

● 千葉県・国の相談機関 

女性のための総合相談【千葉県男女共同参画センター】 

誰もが自分らしく生きていけるよう、様々な悩みを抱える女性の相談に応じます。 

相談員はすべて女性です。 

・電話相談（予約不要） 04-7140-8605 火曜日〜日曜日 9:30～16:00 

・面談相談（要予約） 電話相談のあと、希望に応じて受付します 

場所：千葉市中央区都町 2-1-12（千葉県都町合同庁舎 1 階） 

女性サポートセンター【千葉県】 

配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者や交際相手からの暴力、ストーカー被害など、女性の抱える

諸問題について広く相談に応じ、保護、援助を行っています。 

・電話相談（予約不要） 043-206-8002 365 日 24 時間 

・面接相談（要予約）  平日 9:00～17:00 

よりそいホットライン【厚生労働省】 

性別の違和感、同性愛、セクシュアリティなどについて相談できます。 

電話 0120-279-338 24 時間 

※ガイダンスが流れたら４を押すと、セクシュアルマイノリティ専門ラインにつながります。 

人権相談【法務省】 

◆みんなの人権 110 番 0570-003-110 平日 8:30～17:15 

おかけになった場所の近くの法務局・地方法務局に繋がります。 

◆子どもの人権 110 番 0120-007-110 平日 8:30～17:15 通話料無料 

友達からいじめられて学校に行きたくない…、先生にひどいことを言われた…、家の人にいやなこと

をされる…、など、悩まず相談してください。相談内容の秘密は守られます。 

◆女性の人権ホットライン 0570-070-810 平日 8:30～17:15 

セクハラや DV（家庭内暴力）など、女性の人権について相談できます。 

※インターネットからも相談できます。QR コードを読み取ってください。⇒⇒⇒ 

 

● 子ども・若者の相談窓口 

子どもと親のサポートセンター【千葉県教育委員会】 

学校生活に関すること、心や身体のこと、その他進路や適性に関することなど、相談活動を通じて支援・

援助を行います。 

・電話相談（予約不要） 0120-415-446 24 時間 通話料無料 

・来所相談（要予約） 予約受付 0120-415-446 平日 8:30～16:30 通話料無料 

           相談時間 平日 9:00～17:00 

場所   千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 

・Ｅメール相談  saposoudan@chiba-c.ed.jp  ※件名に「相談」と書いてください。 

・S N S 相談（中高生対象） QR コードを読み取り、LINE で「SNS 相談＠ちば」を 

「友だち追加」してください。⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
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